
[image: ]  丹波市手話施策推進協議会の委員を募集します！ 

丹波市では、手話が言語であることを理解し、誰もが社会参加できるこころ豊かな住みよい丹波市となることを目指して「丹波市丹（まごころ）の里手話言語条例」が制定されました。平成28年には「丹波市手話施策推進協議会」が設置され、協議会でのご意見をいただきながら手話の普及、推進を行なっています。今回、丹波市の手話推進に関して皆さんの意見を反映するため「丹波市手話施策推進協議会」の委員を募集します。 

１ 募集人員 　　２名以内 
２ 任    期 　  委嘱日から令和10年３月31日まで 
３ 応募資格 
市内に在住している18歳以上（令和８年４月1日現在）の方で、手話の普及・
推進及び誰もが社会参加できるこころ豊かな住みよい丹波市の実現に関心がある
方。（丹波市議会議員、丹波市職員は除く。）
４ 応募方法 
「丹波市手話施策推進協議会委員」応募用紙に必要事項を記入し、次に示すテー
マについて、400字程度にまとめたレポート（任意様式）を添えて募集期間内に
下記提出方法により提出してください。(なお、ご提出いただいたレポート及び応募書類
は、返却いたしません。)
レポートテーマ　『手話の普及を進めるためにできること』 
５ 応募書類の提出方法 
次のいずれかの方法で『丹波市福祉部障がい福祉課 宛』に提出してください。 
(1) 郵送           〒669－3602　丹波市氷上町常楽211番地 
(2) ファクシミリ 　 0795-88-5283
(3) メール 　     　shien@city.tamba.lg.jp 
６ 募集期間
令和８年４月10日（金）～令和８年５月15日（金）＜16:30必着＞  
７ 選考方法 
提出されたレポート及び応募書類により書類選考を行います。
選考結果は、令和８年５月下旬頃に応募者全員にお知らせします。
８ 協議会の開催 
平日の昼間に年３回程度、各２時間程度を丹波市内の会場で開催します。 
条例に基づき１回（半日）の出席につき3,500円と交通費をお支払いします。 
９ 問い合わせ先 
[image: 春桜.gif]丹波市福祉部障がい福祉課 障がい支援係　 電話　0795-88-5262
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